
直監告示第１６号 

 

令和４年２月１４日付 直監告示第１５号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に

基づき、直方市農業委員会 会長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 

 

 令和４年３月１１日 

                                   直方市監査委員  小 林  康 雄 

                                   直方市監査委員  田 代  文 也 

 

直方市 農業委員会 定期監査指摘事項措置状況報告 

 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 

事
務
決
裁
に
つ
い
て 

農地法第４・５条に基づく

工事進捗状況報告書・工事完

了報告書において、決裁が会

長のものと事務局長のもの

とが混在していた。 

直方市農業委員会事務局処務規

程第５条第１項に「事務局のすべて

の事務は、会長の決裁を得なければ

ならない」とあり、第２項に事務局

長が専決することができる事項が

記載されているため、農業委員会で

行う事務処理の決裁権者を事務局

長とする場合は、その内容が専決事

項に該当するものであるかを確認

し、規定に沿った事務処理をされた

い。 

工事進捗状況報告書と工事完

了報告書については、簡易な事務

処理とは判断されないため、会長

決裁で処理します。 

直方市農業委員会事務局処務

規程第５条第２項第３号「その他

簡易な事務処理に関すること」に

ついては、当該事務処理について

『直方市農業委員会事務局にお

ける事務局長専決事項について

（内規）』を作成し、これに沿っ

て運用することとします。 

 

令和 4年 3月 31日 

 


